別紙1
指定希少野生動植物の指定案について
１　指定希少野生動植物の指定について

　　大分県希少野生動植物の保護に関する条例（平成１８年大分県条例第１４号。以下「条例」　という。）第９条第１項の規定に基づき指定するもの。

	大分県希少野生動植物の保護に関する条例（抜粋）
第九条　知事は、希少野生動植物(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

　(平成四年法律第七十五号)第四条第三項の国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項

　の緊急指定種を除く。)のうち、特に保護を図る必要があると認められるものを指定する

　ことができる。

２　知事は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとす

　るときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

３　知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その

　旨を告示し、告示した日から起算して十四日を経過する日までの間、その案(次項及び第

　四項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

４　前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同項に規定する期間が経過す

　る日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

５　知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他指

　定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

６　知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

７　指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

８　知事は、指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化

　により指定の必要がなくなったと認めるとき、又は指定を継続することが適当でないと

　認めるときは、指定を解除しなければならない。

９　第一項から第七項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。


	


２　指定希少野生動植物の指定を行う種

　　大分県希少野生動植物保護基本方針に基づき、専門家の助言を受け植物１種の指定案を作成した。

	
	 分類群  
	 種名       
	レッドリストカテゴリー
	大分県希少野生動植物保護基本方針第２の適用

	
	
	
	大分県 
	環境省
	

	植物
	種子植物
	ハマナツメ
	ⅠA

	Ⅱ

	(１)ア、イ、ウ、エに該当

(２)ア、イ、ウ、に該当


	大分県希少野生動植物保護基本方針（抜粋）

第２ 指定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項

　（１）指定希少野生動植物については、その県内における生息・生育状況が、人為の

　　　影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種（亜種又は変種があ

　　　る種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ ）で、以下のいずれかに該 

　　　当するものを選定する。

　　ア　種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないことにより、その

　　　存続に支障を来す事情がある種

　　イ　その種の個体の数が著しく減少しつつあることにより、その存続に支障を来す事

　　　情がある種

　　ウ　その種の個体の生息地又は生育地が消滅しつつあることにより、その存続に支障

　　　を来す事情がある種

　　エ　その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることにより、その存

　　　続に支障を来す事情がある種

　　オ　アからエに掲げるもののほか、種の存続に支障を来す事情がある種

（２）指定希少野生動植物の選定に当たっては、次の事項に留意するものとする。

　　ア　外来生物は、選定しないこと。

　　イ　従来から県内にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は、選定しないこと。

　　ウ　個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有する種を選定すること。

　　エ　商取引等の対象として捕獲や採取されやすい種など規制的措置により効果的に保

　　　　護対策が図られる種を優先的に選定すること。



	


３　指定による行為の制限等

　　条例第９条第６項による指定の告示を行うことにより効力が発生する。（附則で施行日を設定することができる。）

　　効力の発生により、県民等には捕獲等の禁止等行為制限のほか、その個体を適切に取り扱　うように努める義務が生じる。

◎【個体の所有者等の義務（条例第１０条）・助言又は指導（条例第１１条）・捕獲等の禁止（条例第１２条）・所持等の禁止（条例第１３条）・捕獲等の許可（条例第１４条）・捕獲等の許可を受けた者に対する措置命令等（条例第１５条）・報告徴収及び立入検査（条例第１６条）・罰則：条例第１２条から第１６条の規定に違反した者は、その行為に応じて１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処される。】
４　現在の指定状況

    平成１８年１２月２６日  指定希少野生動植物１１種（植物８種、動物３種）指定

                          《植物》タマボウキ・チョクザキミズ・ナガバヒゼンマユミ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメユリ・イワギリソウ・ヒゴタイ・ホウライクジャ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ク・オオミズゴケ

                          《動物》カブトガニ・オオウラギンヒョウモン・クロシジミ

　　平成２０年　３月２８日　指定希少野生動植物２種（植物２種）指定

    　　                  《植物》イワギク・ナゴラン

　　平成２１年　３月３１日　指定希少野生動植物２種（植物２種）指定

    　　                  《植物》オトメクジャク・オグラセンノウ
    平成２２年　３月３１日  指定希少野生動植物２種（植物１種、動物１種）指定

                          《植物》ヤツシロソウ

                          《動物》オンセンミズゴマツボ

平成２４年　３月３０日　指定希少野生動植物１種（動物１種）指定

　　　　　　　　　　　《動物》ハッチョウトンボ

    平成２６年　５月　７日  指定希少野生動植物２種（動物２種）指定

　　　　　　　　　　　《動物》クボハゼ、チクゼンハゼ

    平成２７年　３月３１日  指定希少野生動植物１種（動物１種）指定

　　　　　　　　　　　《動物》オナガラムシオイガイ　

    平成２８年　７月２９日　指定希少野生動植物４種（植物２種、動物２種）指定

　　　　　　　　　　　《植物》フクジュソウ、オキナグサ

　　　　　　　　　　　《動物》ハブタエムシオイ、オオイタシロギセル

平成２９年　８月２２日　指定希少野生動植物２種（植物１種、動物１種）指定

　　　　　　　　　　　《植物》カワツルモ

　　　　　　　　　　　《動物》タケノコギセル

平成３０年　８月　７日  指定希少野生動植物２種（植物２種）指定
　　　　　　　　　　　《植物》クマガイソウ・トキソウ
令和　元年　５月３１日  指定希少野生動植物７種（植物３種、動物４種）指定
　　　　　　　　　　　《植物》ウチョウラン・セッコク・ヤマシャクヤク・
　                     《動物》ブッポウソウ・カスミサンショウウオ（ヤマグチサンショウウオ）・オオルリシジミ・ウブギセルガイ   

指定希少野生動植物１種（動物１種）指定解除

  　　　　　　　　　　　　《動物》クロシジミ
令和　２年　７月２１日　指定希少野生動植物５種（植物３種、動物２種）指定
　　　　　　　　　　　《植物》エヒメアヤメ・サギソウ・アズマイチゲ
　                     　　《動物》ニホンカモシカ・オオジシギ
令和　３年　６月２９日  指定希少野生動植物１種（植物１種）指定
　　　　　　　　　　　《植物》サクラソウ
  　令和　４年　７月　５日　指定希少野生動植物５種（植物４種、動物１種）指定

　　　　　　　　　　　《植物》サワギキョウ・ミズチドリ・フウラン・ベニバナヤマ
シャクヤク（ケナシベニバナヤマシャクヤクを含む）

　　　　　　　　　　　《動物》シオマネキ
　　令和　５年　８月　８日　指定希少野生動植物３種（植物２種、動物１種）指定

　　　　　　　　　　　《植物》ワタナベソウ、ツクシカイドウ
　　　　　　　　　　　《動物》アリアケスジシマドジョウ
令和　６年　７月２３日　指定希少野生動植物３種（植物２種、動物１種）指定

　　　　　　　　　《植物》ムラサキセンブリ、ナツエビネ

　　　　　　　　　《動物》アオバズク
令和　７年　８月　８日　指定希少野生動植物１種（植物１種）指定
　　　　　　　　　　　《植物》ミツガシワ
